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平成１６年 １２月８日

今後の予定

これまでの経緯

会社法部会にて要綱案決定

平成１７年 ３月２２日

通常国会に法案提出

平成１８年度中

新会社法 施行予定



商法から「新会社法」へ

現行制度

課 題

見直しの方向性

○近時、度重なる改正が行われてきたが、会社法制全体として体系的な検討は行われていなかった。

○商法、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（いわゆる商法特例法）など、
会社法制に関する重要な規定が散在。

○片仮名文語体表記となっており、現代では使われないような用語も残存。

○企業の実態を踏まえた抜本的な見直し（株式会社への過剰な規制の見直し、定款自治の拡大）の必要
性。

○会社法ユーザーにとって分かりやすい内容及び条文構成。

○会社法全体をゼロベースで見直し、全面的に見直し。

株式会社法制と有限会社法制を新しい「株式会社」法制に統合

機関設計の柔軟化

会計参与制度の導入

株式会社に係る各種規定の見直し（自己株式の授権決議を定時総会以外でも可能とする、等）

○平仮名口語体表記に改め、分かりやすい条文構成を目指す。
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合名会社（無限責任社員のみより構成）

合資会社（無限責任社員と有限責任社員が混在）

現行の会社法体系
（商法第２編、有限会社法、商法特例法）

な し 出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が
適用される新たな会社類型（日本版ＬＬＣ）

合名会社・合資会社の規定を一体化
（有限責任社員がいない合資会社＝合名会社）

新しい「株式会社」
株式会社
（商法第２編）

会社数 1,140,300社 （うち資本金３億円未満 1,120,800社）

最低資本金規制：1000万円

機関：取締役会必置

監査役必置

取締役は３人以上

取締役の任期は２年

監査役の任期は４年

株主の責任：有限責任

（会社に対し株式の引受価額
を限度とする出資義務を負
う以外、会社の債務につき
責任を負わない）

その他
・社債、新株予約権等発行可能

・取締役会の書面決議不可

・決算公告義務あり

・会計監査人制度あり

・議決権等特段の定めは置けない

大会社（資本金５億円以上
又は負債総額200億円以上の
株式会社）は強制設置、中会
社（資本金１億円超５億円未
満かつ負債総額200億円未満
の株式会社）は任意設置

有限会社
（有限会社法）

会社数 1,847,900社
最低資本金規制：300万円

機関：取締役会なし

監査役なし

取締役は１人以上

取締役の任期なし

監査役の任期なし

社員の責任：有限責任

・社債、新株予約権等発行不可

・決算公告義務なし

・会計監査人制度なし

・持分の譲渡には総会の承認必要

・議決権等特段の定めを定款に置
くことが可能

その他

等

等

新会社法

（参考） 商法から「新会社法」へ

統合

株主の責任：有限責任

その他

新設

規定の統合

・社債、新株予約権等発行可能

・取締役会の書面決議可能

・決算公告義務あり

・株式譲渡制限会社にあっては、
議決権等特段の定めを置ける

最低資本金規制：なし

機関：
会計参与を活用するなどにより柔軟性のある設計可能。特に、
株式譲渡制限会社は以下の例のような自由な機関設計を選択可能。

取締役及び会計参与の任期は原則２年、監査役の任期は原則４年。
ただし、株式譲渡制限会社は定款により最大１０年まで延長可能。

取締役の員数は、取締役会を置かない場合は１人以上、置く場合は
３人以上。（株式譲渡制限会社のみ取締役会を置かない機関設計の
選択が可能）

① 総会＋取締役会＋監査役
② 総会＋取締役会＋会計参与
③ 総会＋取締役会＋監査役＋会計参与
④ 総会＋取締役
⑤ 総会＋取締役＋監査役
⑥ 総会＋取締役＋会計参与

・会計監査人制度あり

大会社は強制設置、それ以
外の会社（資本金５億円未満
かつ負債総額200億円未満の
株式会社）は任意設置 等

機関設計の例
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「新会社法」のポイント① ～有限会社法制と株式会社法制の統合～

現行制度

○株式会社は、公開・大企業を想定した各種の厳格な規制を伴う会社類型。

○有限会社は、非公開・中小企業を想定した簡易な規制の会社類型。

○社員の責任が有限である（出資の範囲内で責任を負う）点で株式会社と有限会社は共通。

課 題

○会社類型についての選択が硬直的。

○有限会社は信用力が劣るという認識から小規模の企業であっても株式会社形態を選択。

○有限会社と実態として差がない株式会社が増加し、規制が形骸化（取締役員数規制、取締役会の設置
義務等）。

○有限会社法制と株式会社法制とを新しい「株式会社」法制に統合。但し、既存の有限会社に対して
株式会社になることを強制するものではない（「有限会社」の商号使用を引き続き認める等、必要な
経過措置を設ける）。

○有限会社法制が統合されることに伴い、株式会社のうち、実態として経営と所有が未分離と考えられ
る株式譲渡制限会社（注）にあっては、定款自治による自由な機関設計を認める（後述）。

見直しの方向性

4
（注）すべての株式の譲渡について会社の承認が必要である旨の定款の定めがある会社



現行制度

「株式会社＝大企業・公開企業」、「有限会社＝中小企業・非公開企業」という前提の下、株式会社に一
律に厳格な規制。

課 題

見直しの方向性

○「経営と所有の分離」の程度に即した柔軟な機関設計が困難。

○名目的な取締役・監査役が設置される株式会社が多数存在。

「新会社法」のポイント② ～機関設計の柔軟化～

特に株式譲渡制限会社について、最低限の機関設計のみを定め、企業の成長段階に合わせた柔軟な
機関設計の選択を許容。

具体的には、以下のような見直し行う。

取締役会（取締役３人以上で構成）の設置規制を外し、取締役１名でもよいこととする。

取締役・監査役の任期は、定款で定めれば最大１０年までの任期とすることができるものとする。

制限なし取締役２年 監査役４年取締役・監査役の任期

１人以上３人以上取締役の数

任意で設置必ず設置取締役会・監査役

有限会社株式会社
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「新会社法」のポイント③ ～会計参与制度の導入～

○過度な負担なく中小企業の計算書類の信頼性を向上するため、主に会計監査人が設置されない中
小会社に対し、会計専門家が取締役と共同して計算書類の作成を行うことにより計算書類の信頼性
を高める「会計参与制度」を導入。

○会計参与は税理士・公認会計士が担い、計算書類の作成に特化する（業務監査は必要なし）。

○当該制度は任意の制度であるが、取締役会を設置した会社では、会計参与を設置することで監査役
に代えることが可能。なお、機関設計の如何や譲渡制限の有無にかかわらず、会計参与を任意で設
置することができる。

現行制度

課 題

見直しの方向性

○計算書類について監査を行う主体は監査役であり、会計監査を行うための権限（調査権限、報告権限

（注））を付与。

（注）調査権限…会計帳簿の閲覧又は謄写請求、取締役等への会計に関する報告請求、業務・財産の状況の調査が可能

報告権限…監査報告書の作成と、当該報告書について総会での説明

○商法特例法上の大会社（注）には、会計監査人（公認会計士・監査法人）による監査が義務付けられて
おり、監査役から構成される監査役会が当該会計監査人を監督。

（注）資本金５億円以上又は負債総額２００億円以上の株式会社

○中小企業にとって会計監査と業務監査の双方を義務付けられている監査役の確保は困難。

○会計監査人監査は信頼性は高いがコストが高い。

（注）業務監査…取締役の業務執行の適法性につき監査を行う（法令・定款違反のチェック）
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株主総会

監査役取締役会

任命、調査権限付与

業務監査、会計
監査、是正

（独立性の維持）

監査報告業務報告

総会決議事項付議

任命

権限委譲

従来の監査役に
よるチェック機構

会計参与取締役会

（取締役）

株主総会（株主）

計算書類を共同して作成

報告、説明

業務報告

総会決議事項付議

任命

権限委譲

議事録自由閲覧

任命

計算書類
の開示

新しい会計参与
制度

（参考） 会計参与とは？

設置： 任意

職務： ①計算書類作成、②総会における説明、③計算書類の保存（５年間）、④株主・債権者への開示

資格： 税理士（税理士法人含む）又は公認会計士（監査法人含む）

兼任： 会社又は子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人又は支配人等との兼任不可

選任： 株主総会で選任

任期・報酬： 取締役と同様の規定に従う

監査役 会計参与
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責任： 計算書類の作成につき任務懈怠があった場合、対会社責任（過失責任）及び第三者責任（重過
失責任）を負う。対会社責任については一部免除が可能。株主代表訴訟の対象となる。



（参考） 会社の会計をチェックする機構について

大
会
社

中
会
社

小
会
社

監査役会
設置会社

委員会等
設置会社

・監査役は、社外監査役
を含む３人以上

・監査役の半数以上は社
外監査役

・各監査役が業務監査権
限及び会計監査権限を
有するが、会計監査は
主に会計監査人が担う

・監査役会が会計監査人
を監督して会計監査を
実行

・監査役は存在せず、取
締役で構成する３委員会
が執行役をモニタリング

・３委員会は指名委員会、
報酬委員会、監査委員会
から成り、それぞれの委
員会は取締役３人以上で
組織し、その過半数は社
外取締役であって執行役
でない者でなければなら
ない

・監査委員会が会計監査
人を監督して会計監査を
実行

大
会
社

そ
の
他
の
会
社

株式譲渡制限会社 非株式譲渡制限会社

委員会等設置会社

監査役会設置会社

監査役設置会社

※会計監
査人強
制設置

※会計監
査人強
制設置

※会計監
査人は
設置不
可

※会計監
査人任
意設置

会
計
監
査
人
を
任
意
で
設
置

会
計
監
査
人
を
設
置
せ
ず

監査役設置会社

監査役設置会社

会計監査人が強制設置されている会社

会計監査人を任意設置している会社

み
な
し
大
会
社

一人以上の監査役が会計監査を行う

一人以上の監査役が会計監査を行う

8

今
回
の
見
直
し

or

※
会
計
監
査
人
は
任
意
設
置

監
査
役
設
置
会
社

監
査
役
会
設
置
会
社

委
員
会
等
設
置
会
社

oror

or

or

or

委
員
会
等
設
置
会
社

監
査
役
会
設
置
会
社

監
査
役
設
置
会
社

監
査
役
設
置
会
社

会
計
参
与
設
置
会
社

or

※ 会計参与は、譲渡制限の有無、他の機関設計の
如何を問わず、追加的に任意設置可能



「新会社法」のポイント④ ～従来の規制の見直し～

１．自己株式の取得に係る授権決議は定時総会以外の総会でも可能

・迅速な自己株式（「金庫株」）の取得のため、買取に当たり必要な取得総額等の取締役会への授権決
議は定時総会以外の総会でも可能とする。

２．株式譲渡制限会社の株式に係る特例

・株式の分散防止のため、譲渡以外の事由（相続・合併等）による株式移転を会社が承認しないことを可
能とする旨を定款で定めることを許容。

・議決権制限株式の発行総数制限を撤廃（従来は発行済み株式総数の１／２未満）。

・従来は、利益配当や議決権は各株主の株数に応じて配分されることとされてきたが、今回の見直しによ
り、特殊決議（注）により定款で定めれば、議決権や配当について特段の定め（注）を置くことが可能。
（注）総株主の半数以上、かつ総株主の議決権の３／４以上の賛成が必要

３．取締役会の書面決議（持ち回り決議）を許容

・取締役が遠隔地や外国に居住している場合の負担軽減のため、定款で定めれば書面決議を許容。

４．社債等による資金調達手段の多様化

・株式会社のみに認められている社債や新株予約権・新株予約権付社債による資金調達は、有限会社
を統合する「新株式会社」においても引き続き可能。 9

（注）例えば、株数に関係なく利益配当を全員同額とする、特定の株主を株数以上の割合で優遇する、複数議決権や議決権の上限制等
議決権の数に属人的な差異を設けるなどが考えられる。



（参考） 自己株式取得に係る授権決議の柔軟化

自己株式を取得する際には、会社の資本を一定程度維持するため、財源規制があり、当該財源規制の範
囲内において、定時株主総会決議による自己株式取得総額の取締役への授権が必要。

（注）財源規制…純資産から資本及び法定準備金を控除した額の範囲内で自己株式の取得が可能。

当該授権決議が定時総会決議に限定されているため、機動的な自己株取得が行えない。

現行法においても中間配当制度が存在し、授権決議を定時総会に限定する合理性がない。このため、臨
時の総会においても、自己株式取得総額の授権決議を行うことができることとする。

授権決議は迅速化されるが、財源規制は従来どおり維持されるため、当該規制に違反して配当した場合
は、取締役に対して弁済責任がかかる。
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現行制度

見直しの方向性

課題

留意点



（参考） 株式譲渡制限会社における特例 ～円滑な事業継続に向けて～

・経営と所有が比較的未分離な会社にあっては、譲渡制限の定めを定款に置くことにより、株式の譲渡につ
き会社の承認を要することとすることが可能。

・特定の者について議決権を制限したい場合、議決権が制限された種類株式（議決権制限株式）の発行が
可能。

・相続や合併といった譲渡以外の事由による株式移転を妨げることができない。

・議決権制限株式は、発行済株式総数の１／２未満でなければならない。

・株式分散防止のため、譲渡以外の事由による株式移転を会社が承認しないことを可能とする旨を定款で
定めることを許容。

・株式譲渡制限会社においては、議決権制限株式の発行総数制限を撤廃。また、種類株式によらずとも、
定款の定めをもって、議決権や配当についての属人的な扱いを行うことも可能。

・ある種類株式を議決権制限株式化するための定款変更は、総会での特別決議に加え、種類株主総会の
特別決議（注）も必要。

・譲渡制限の定めや属人的な定めを定款に設ける場合の決議要件は、要件の厳しい特殊決議（注）が必要。

・譲渡制限の定めに係る定款変更決議に反対した株主には買取請求権が付与される。
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現行制度

見直しの方向性

課題

留意点

（注）特別決議…総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の２／３以上の賛成をもってする決議

特殊決議…総株主の半数以上、かつ、譲渡制限の定めの場合総株主の議決権の２／３以上、属人的な定めの場合総株主の議決権
の３／４以上の賛成をもってする決議



「新会社法」のポイント⑤ ～会社設立に関する規制の見直し～

１．商業登記の柔軟化

・類似商号規制（注）について、企業活動の広範化や登記手続き簡素化の要請を踏まえ廃止。

・同時に類似の判断基準となっていた「会社の目的」についても記載基準を緩和。
（注）同じ市町村において他人が登記した商号を同種の営業について登記することを禁止

２．最低資本金規制の撤廃

・創業の促進の観点から、設立時の払込価額の下限規制を撤廃。

３．払込金保管証明制度（注）の一部廃止

・発起設立（注）により会社を設立する場合にあっては、株式の払込みについて、銀行又は信託会社による
払込金の保管証明を不要とし、払込みがあることの証明手段について、残高証明によれば足りるものと
する。
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（注）払込金保管証明制度…銀行又は信託会社が務める払込取扱金融機関が、設立登記前に発起人又は株式申込人から金銭出資の
払込がなされたことを証明する制度であり、払込取扱金融機関はその証明した払込金額について会社に対し返還を拒む
ことはできない。株式申込金保管証明は設立登記の申請書の添付書類となる。

（注）発起設立…株式会社の設立には募集設立と発起設立がある。発起設立は、設立に際して発行する株式の総数を発起人のみが引き
受ける。募集設立は、発起人は設立に際して発行する株式総数の一部のみを引き受け、残りにつき他の株主を募集する。



（参考） 商業登記の柔軟化について ～類似商号規制の撤廃～

既に他人が登記した商号 → 同一の営業を目的として同市町村内では登記できない。

（紛らわしい商号を排斥して企業の同一性を担保する趣旨）

規制の効力が同市町村内に限定 → 企業活動の広範化につれ、規制の合理性低下。

登記事項である「会社の目的」で「同一の営業」を判断 → 登記実務において、「会社の目的」に係る語句
の使用が厳格で審査に時間と手間がかかる。

類似商号規制を撤廃。

登記実務において、「会社の目的」について包括的な記載を認める。

・「不正目的の商号使用」の禁止を維持。商号使用差止め請求も引き続き可能。（商法２１条１項及び２項）

・不正競争防止法により、周知されている（一地方であっても対象となりうる）商号の不正競争目的の
使用に対し、商号使用差止め及び損害賠償請求が可能。刑事罰による対処もある。

・商標登録を行えば、商品・サービスに係る商標侵害につき使用差止め・損害賠償請求が可能。刑
事罰による対処もある。
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現行制度

見直しの方向性

課題

留意点



（参考） 最低資本金規制について

幽霊会社・休眠会社の乱立防止や債権者保護の観点から、最低資本金規制の厳格化（平成２年）

株式会社：規制なし※→１，０００万円 有限会社：１０万円→３００万円

※ ただし、当時、一株の最低単位が５万円で、発起人は７名以上とされていたため、３５万円が事実上の最低資本金となっていた。

開廃業率の逆転 → 創業の円滑化の必要性

少額資産で営業可能な業種拡大（ネットビジネス等） → 最低資本金規制が創業の障害となる懸念

新事業創出促進法（平成１４年）による最低資本金特例※ → ２万社を超える利用（平成１７年１月現在）

※ 経済産業大臣の確認を受けた場合、創業後５年間は最低資本金規制の適用を猶予

最低資本金規制を撤廃。

・法人格濫用への懸念に対しては、裁判所による解散命令や法人格否認の法理が適用される。

・一定金額以上（３００万円程度）の資本（純資産）を積まなければ配当等の剰余金分配ができない

（資本流出を防止する機能を維持することで、実質的な資本充実を担保する目的）
※ 海外における中小企業への資本金規制…米国には規制自体がなく、英国も非公開会社には規制なし。ドイツでは有限会社で約３２５万

円、フランスでは非公開株式会社約４８０万、有限会社約９８万円 14

現行制度

見直しの方向性

課題

留意点



（参考） 払込金保管証明制度の一部廃止について

株主による出資を担保するために、発起人は銀行又は信託会社を払込取扱金融機関として設定し、発起人
又は株式申込人は発行価額の全額の払込みを払込取扱金融機関に対してなすこととされている。

・金融機関がなかなか払込取扱金融機関を引き受けてくれない。

・金融機関の実務上、払込金保管証明に係る手続に時間がかかる（一般的に数週間程度）。

・設立登記が完了するまで払込金を引き出すことができない。

発起設立については、払込金保管証明制度を不要とし、払込があることの証明手段として、残高証明によれ
ば足りることとする。一度振込がなされれば、設立登記前であっても出資金の引き出しが可能。

募集設立については、引き続き、払込金保管証明制度が維持される。

（株式申込人の保護のため。設立登記がなされるまで払込金を引き出すことができない。）
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現行制度

見直しの方向性

課題

留意点



中小企業における「新会社法」の活用例

○名目的な取締役・監査役が不要となり、報酬などのコスト削減が可能。

○取締役会を設置しないことで迅速な意思決定が可能となり、議事録の作成・保存も不要となる。

○役員の変動が当分の間見込まれない会社にあっては、定款の定めをもって取締役・監査役の任期を延長
（最長１０年）することにより、再任手続（総会での再任決議、変更登記）に係る作業負担や金銭的負担を
削減可能（取締役・監査役の再任に係る変更登記は１件につき３万円の登録免許税負担）。

☆ムダを省いて会社のスリム化を ～機関設計の柔軟化～

☆計算書類の信頼性を向上 ～会計参与制度～

○監査役が実質的に機能していない場合、会計専門家であることが資格要件とされる会計参与を導入する
ことで、計算書類に対する信頼性を向上することが期待できる。

○取締役会は実質的に機能しているが監査役は名目的に設置しているに過ぎない場合、会計参与を設置
することにより監査役の設置は不要となる。
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☆円滑な事業承継をサポート ～株式に係る見直し～

○相続による支配権の分散の防止のため、事業承継者以外へ相続される株式につき無議決権株化するこ
とが考えられる。株式譲渡制限会社において無議決権株の発行上限が撤廃されるため、活用の幅が広が
る。

○株式譲渡制限会社にあっては、議決権について、属人的に制限を行う定めを定款に置くことが可能となる
ため、特定の者の議決権を制限することも可能。

○相続による株式の移転を会社の承認の対象とできることとされるため、会社が非承継者株式を買い取るこ
とも可能。


